
 

 

中条町・黒川村 

 

行政制度調整「調整方針等の変更」について 

（その３） 

議案第 15 号 別紙
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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 ９ 介護保険  中条町担当 町民福祉課 介護保険係   

分 科 会 ６ 高齢福祉分科会 調整項目 ３ 介護保険料  黒川村担当 住民課 介護保険係   

            

現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

第１号被保険者
の保険料率 

基準月額 ２，７００円 

第１段階（基準額×０．５） １６，２００円 

第２段階（基準額×０．７５） ２４，３００円 

第３段階（基準額） ３２，４００円 

第４段階（基準額×１．２５） ４０，５００円 

第５段階（基準額×１．５） ４８，６００円 
 

基準月額 ２，７５０円 

第１段階（基準額×０．５） １６，５００円 

第２段階（基準額×０．７５） ２４，７５０円 

第３段階（基準額） ３３，０００円 

第４段階（基準額×１．２５） ４１，２５０円 

第５段階（基準額×１．５） ４９，５００円 
 

保険料の端数処
理 

納期ごとの分割金額に１００円未満の端数がある時、第３期の分割金
額に合算。保険料額に１００円未満の端数がある時切捨て。 

同 左 

平成 18 年度（第３次事業計画）から統

一する。ただし、合併年度は、現行の

とおりとする。 

 

 

 

 

 

 

普通徴収の納期 
 

第１期と第２期は、暫定賦課。随時分は２月から３月にかけて資格取
得した者について賦課し、納期は翌年度第１期、４月末日を設定。 

第 １ 期 ４月１６日 ～  ４月３０日 

第 ２ 期   ６月１６日 ～  ６月３０日 

第 ３ 期   ８月１６日 ～  ８月３１日 

第 ４ 期 １０月１６日 ～ １０月３１日 

第 ５ 期 １２月１６日 ～ １２月２５日 

第 ６ 期   ２月１６日 ～  ２月 末日 

 

第１期と第２期は、暫定賦課。随時分は２月から３月にかけて資格取
得した者について賦課し、納期は第７期～第９期を設定（納期３月１
日～５月３１日）。 

第 １ 期 ４月 １日 ～  ４月３０日 

第 ２ 期   ６月 １日 ～  ６月３０日 

第 ３ 期   ８月 １日 ～  ８月３１日 

第 ４ 期 １０月 １日 ～ １０月３１日 

第 ５ 期 １２月 １日 ～ １２月２５日 

第 ６ 期   ２月 １日 ～  ２月 末日 

中条町の例により統一する｡ 

ただし、合併年度は、現行のとおりと
する。 
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現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

賦 課 ・ 普通徴収については、４月初旬に仮算定（暫定賦課）として第
１期と第２期分を賦課。第１期と第２期分の納付書・通知書は
４月中旬に一括送付。住民税確定後、４月２日以降７月に賦課
を行う前日までに資格取得した者を併せて本算定賦課を行い、
本算定賦課以降資格取得した者を８月初旬月次賦課後、第３期
から第６期分までの納付書並びに決定通知書を８月中旬に一括
送付。10 月から特別徴収される被保険者については、10 月から
の介護保険料額決定通知書も別途送付。 

・ 年度途中で資格取得した者については、偶数月の 10 日までに月
次賦課を行う。 

 
 
 
 

・ 特別徴収については、４月初旬に４月、６月、８月の仮徴収額
通知書を送付。８月初旬に 10 月からの介護保険料額決定通知書
を送付。また、徴収額の平準化を行うため、６月の住民税確定
後、保険料の段階が２段階以上下がるものを抽出し８月期の仮
徴収額の変更を行っている。 

・ 特別徴収の各種異動情報作成については、毎月中旬に FD に作成
し新発田社会保険事務所に直接届け、地共済については郵送。 

 

・ 以上の処理については、日立の SE が立会いのもと行っている。 

・ 普通徴収については、４月に仮算定（暫定賦課）として第１期と
第２期分を賦課。第１期と第２期分の納付書・通知書は４月に一
括送付。８月に本算定を行い、第３期分以降の賦課。第３期から
第６期分までの納付書並びに決定通知書を８月に一括送付。10 月
から特別徴収される被保険者については、10 月からの特別徴収開
始通知書も同封。 

・ ４月から７月資格取得者については、暫定賦課なし。８月以降資
格取得者については、納期月の５日までに資格取得した場合、そ
の納期より期割額算定。それ以外は、時期納期より期割額算定。

 
・ 毎月初旬に自庁電算にて保険料算定入力を行い、退避したデータ

を磁気媒体（MO）にて委託電算業者（BSN アイネット）へ送付。
納期月の 12 日頃に通知書等成果品が納品される。 

 
・ 特別徴収については、８月中に 10 月からの特別徴収開始通知書

を送付。また、同通知書には翌年８月までの仮徴収額も記載。16
年度については、徴収額の平準化を行うため、６月・８月の仮徴
収額の変更を行う予定（４月に通知予定）。 

 

・ 特別徴収における異動情報（賦課）等データは、上記磁気媒体に
て、上記委託電算業者より年金保険者（社会保険庁・共済組合等）
へ。 

 

徴 収 ・ 納入通知書発送時に口座振替勧奨通知を同封。 

・ 口座振替における金融機関とのデータ交換は磁気媒体（FD）に
よる。FD は当庁にて作成し、口座振替日（納期限）の５営業日
前に当庁内にある指定金融機関派出所へ持参。現在７金融機関
に依頼。口座振替手数料１件につき 10 円。 

 
 
 
 
 
 
・ 保険料納付原簿は、当庁電算システム管理 

・ 資格取得時に口座振替依頼書を同封し、口座振替を勧奨。 

・ 口座振替における金融機関とのデータ交換は磁気媒体（FD）によ
る。FD は自庁にて作成し、口座振替日（納期限）の１週間前に各
金融機関へ持参。現在７金融機関に依頼。口座振替手数料１件に
つき 10 円。 

 
・ 胎内やすらぎの家入所者については、仮算定と本算定時に全納

（口座振替）処理。 
 
・ 口座振替者には、年度末に口座振替済通知書を発送。 
 
・ 保険料納付原簿は、自庁電算管理。 

新市電算システムで対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3
 

 

現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

督促手数料 督促状１通につき １００円 

（督促状は、納期限翌月の 20 日までに発送。） 

督促状１通につき １５０円 

（督促状は、納期限翌月の 20 日に発送。） 

延滞金 起算日から納付の日までの日数に応じ保険料額(1,000 円未満の端
数があるとき、又はその保険料額の全額が 2,000 円未満であるとき
は、その端数金額又はその全額を切捨てる)に 14.6％（納期限の日
から１月を経過するまでの期間については、年 7.3％（当該機関の
うち平成 12 年 1 月 1 日以降の期間については、当該期間の属する
各年の前年の11月 30日を経過する時における公定歩合に年４％の
割合を加算した割合が年 7.3％の割合に満たない場合は、当該公定
歩合に年４％の割合を加算した割合）の割合を乗じて計算した額。
ただし、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたと
きは、これを切捨てる。 

同 左 

 

滞納整理 ・ 事務担当職員２名により訪問。その際、再発行納付書を使用。 

・ つり銭は、収入役宛に借用願を提出し借用している。 

・ 事務担当職員１名により訪問。その際、再発令書等を使用。 

・ つり銭は、歳入歳出外現金より。 

過誤納付金管理 ・ 過誤納金が生じた場合に還付のお知らせを未支給年金受給者ま
たは相続人へ送付し、過誤納金還付申請書を提出いただき、還
付命令により還付。決定通知書を送付し指定の口座に振込む。 

・ 月次賦課、特徴結果取込時に過誤納対象者一覧表を出力し、住
基により相続権のあるものおよび未支給年金請求者を特定して
還付している。（年金保険者からの返納金内訳書通知の確認を
待たずに還付。基本的に毎月還付している。） 

・ 過誤納金が生じた場合に還付のお知らせを未支給年金受給者ま
たは相続人へ送付し、過誤納金還付請求書を提出いただき、還付
命令により還付。決定通知書を送付し指定の口座に振込む。 

・ 月次賦課、特徴結果取込時に不一致一覧表を出力し、住基により
相続権のあるものおよび未支給年金請求者を特定して還付して
いる。（年金保険者からの返納金内訳書通知の確認を待たずに還
付。基本的に毎月還付している。） 

 

合併時に中条町の例により統一する｡

 

（変更前）「中条町の例により統一す

る。ただし、合併年度は、現行のとおり

とする。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中条町の例による。 

 

 

 

※調整方針の変更 

財政への影響額 単位：千円

 予算額 調整後見込額 影響額（増減）

保険料の独自減免 次のすべてに該当するときに減免する 

①保険料の賦課段階が第１段階(生活保護受給者を除く。)又は第２
段階であること。 

②町民税課税上、被扶養者になっていないこと。 

③扶養義務者による扶養がないこと。 

④収入状況が生活保護法に定める最低生活費の基準額を満たして
いないこと。 

⑤活用できる資産を有していないこと。 

減免割合 

第１段階の該当者 ２分の１ 

第２段階の該当者 ２分の１ 

な し 

中条町  

黒川村  

計  関係法令等 

中条町介護保険条例 

中条町介護保険条例施行規則 

中条町第１号被保険者介護保険料減免取扱基準 

 

黒川村介護保険条例 

 備考 平成  年度当初予算ベース 
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